厚生労働省元障害保健福祉部企画課長の

　　国家公務員倫理法違反の疑いに関する抗議
　８月３０日、「厚生労働省前九州局長に高級車、補助金受給側が無償で提供」というマスコミ報道に、多くの障害者・家族、関係者が驚き、強い怒りをもちました。

　報道では、厚生労働省九州厚生局の松嶋前局長（今月２４日付で退職）が２００５年１１月に大阪府内の社会福祉法人の前理事長から、中古の高級車１台を無償で受け取っていたことが明らかになりました。松嶋氏は当時、同省障害保健福祉部の企画課長であり、国家公務員倫理法に違反する疑いが強いとされています。
　補助金をめぐる受給側と高官の汚職事件は、これまでくり返し大きな問題になり、２０００年４月からは国家公務員倫理法が施行されましたが、依然として癒着・汚職があとをたたないことに対し、厳しい批判が出されることは当然といえます。
　私たち障害者・家族、関係者にとって最も許せないことは、同氏が障害者自立支援法の制定にあたっての中心的な役割を果たした人物であり、疑惑をもたれた時期が同法の成立直後であったということです。いうまでもなく、障害者自立支援法は応益負担の導入、報酬単価の引き下げ、日割り単価への変更など、従来の福祉・医療制度を大きく変質させ、障害者・家族、事業関係者に深刻な問題を押しつける悪法です。こうした苦しみを押しつける一方で、高級車や現金の提供が事実ならば、同省・同氏に対する怒りは絶対におさまるものではありません。
　私たちは、松嶋氏の行為に強く抗議するとともに、今回の疑惑事件に対し、厚生労働省に早急な真相究明を求めます。
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